
介護サービスなどの悩みについて
お気軽にご相談ください

介護サービスなどの悩みについて
お気軽にご相談ください

相談してね

一人で悩まないで

話し相手
が欲しい柔らかい

食事にして
ほしい

職員の介助
が乱暴だ

介護相談員派遣等事業介護相談員派遣等事業

　介護相談員派遣等事業は、市町村に登録された介護相談員
が、介護が行われている場を訪問し、利用者からの相談を受
けて、サービス提供事業者や行政に橋渡ししながら、問題の
改善や介護サービスの質の向上を図ることを目指すものです。 
　市町村等が受け付ける苦情処理は、何らかのトラブルが起
きたときの事後処理が中心となりますが、介護相談員の活動
目的は、苦情申立てに至るほど問題が大きくならないうちに、
未然に解決を図ることにあります。

　介護相談員は、まず介護サービスの
利用者から苦情や不満等をよく聞いた
上で、 本人への助言や、状況に応じた
適切な対応を行います。

介護相談員派遣等事業について 介護相談員って何する人？

令和 2 年 4 月 1 日より、
「介護相談員派遣等事業」
は「介護サービス相談員派
遣等事業」に、「介護相談員」
は「介護サービス相談員」
に名称変更されました。 
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市町村が事業の実施にふさわしい人格と熱意をもって
いると認めた人で、一定水準以上の養成研修を受けた人
です。「養成研修」は、介護保険制度のしくみ等高齢者福
祉に関する事項から、高齢者の心身の特性、 コミュニ
ケーション技法まで、 約40時間にわたる内容となってい
ます。 また、活動中の方には「現任研修」を積極的に受講
していただき、活動のスキルアップを図っています。

▶介護相談員ってどんな人
介護相談員になりたい方、介護相談員の受

け入れを検討している事業所は、詳しくは各市
町村にお問い合わせください。

※介護相談員派遣等事業は、介護保険制度の地域支
援事業に位置付けられており、この事業を実施するか
どうかは、各市町村の判断に任せられています。

▶お知らせ

　介護相談員は相談活動のほか、利用者との何気ない会話や
行事に参加することなどを通して、問題や改善すべき点など
を発見することもあります。また、施設内の雰囲気、職員の
利用者への態度など、介護相談員の気づきをとおして、利用
者の生活全般に関わるサービスの向上につながっています。 

　施設内ではあたりまえと思っていることが相談員の市民感覚の視点から改めてみる
ことで、施設職員の職務に取り組む姿勢に変化が見られた事例が報告されています。 

身体拘束ゼロ・虐待防止の実現に貢献します。

市民の目線でチェックできます。

　介護相談員の問いかけを通して、身体拘束ゼロへの取組みや
虐待防止への取組みが進められたケースもあります。 

介護相談員派遣等事業のしくみ

●
●
●

●

介護相談員の選定、派遣・調整
介護相談員連絡会議の開催
相談業務による事前解決が困難な事項
の取りまとめ、行政担当部署との連携
介護相談員の活動に関する広報

●

●

サービス提供事業者

市町村（事務局）

介護相談員活動の担当者（窓口）の
設置と職員等への周知
介護相談員の活動について、利用者、
家族へ説明

サービスの向上に寄与します。1

3

2

大阪府福祉部高齢介護室　平成29年3月発行
〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目　TEL：06-6941-0351
このチラシは 50,000枚作成し、1部あたりの単価は 5円です。

介護相談員の活動を通して利用者の日常の声を聞くことは、
サービスの改善点を探る重要な手がかりになるなど、利用者
だけでなく事業者にも多様なメリットをもたらしています。 

メリット

意見交換

介護相談員受け入れの
依頼・調整、広報

情報共有
・

意見交換報
告
、情
報
提
供・
共
有
、提
言

委
嘱 意

見
交
換・情

報
提
供

訪
問・相

談

市町村
（事務局）

介護相談員

サービス
提供事業者

利用者と
その家族

   介護相談員を派遣し、 
介護保険の保険者として
利用者の権利擁護、介護
サービスの充実を図る

介護相談員との協力、
意見交換を通じて、

サービスの質のさらなる
向上を目指す

利用者とサービス
提供事業者が問題を
解決していけるよう
橋渡し役を務める

食事の時間が
楽しみになった！

ケアをほめられて、
仕事が楽しくなった！

散歩の回数が
増えた！
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大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
〒540-0008 大阪市中央区大手前３丁目２-１２
TEL：06-6944-9167 FAX：06-6944-6681

大阪府ホームページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

「第三者評価」受審の3つのメリット！

施設・事業所の
成長につながる！

▸事業者が提供しているサービスの質について改善点が明らかになります。

▸改善点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けて具体的な目標が設定できます。

▸第三者評価を受ける過程で、職員間での諸課題の共有化と改善意欲の醸成が促進されます。

利用者等に
アピールできる！

▸評価結果を公表することにより、より多くの方々に事業所をＰＲできます。

▸サービスの質の向上に向けて、職員が一丸となって取り組んでいる姿勢をアピールできま

す。

▸さらに、継続受審することにより、改善意欲の高さと、施設・事業所及び職員の成長を

知ってもらうことができます。

求職者に
アピールできる！

▸公表された評価結果により、求職者に対して「当該施設・事業所の理念・基本方針」や

「利用者に対する考え方」「福祉人材の確保・育成計画」「人事管理の体制整備」等を周

知・PRすることができます。

▸施設・事業所の見える化につながり、安定的な人材確保を促します。

受審事業者の声

＊第三者評価を受審し、評価結果を公表することにより、社会福祉法人が経営する社会福祉施設の措置費の弾力運用が可能

になる場合があります。ご不明な点については、法人所轄庁（大阪府、政令指定市及び中核市の法人所管課）にお問合せ

ください。

＊第三者評価の受審の際に、児童福祉分野では、次のサービス種別で補助金などの金銭的補助を受けることができます。

ご不明な点等については、各市町村の保育所・放課後児童健全育成事業の所管課にお問合せください。

・保育所（公定価格の加算として受審料の２分の1程度補助（上限15万円・5年に１回））

・放課後児童健全育成事業（子ども・子育て支援交付金による受審料の満額補助（上限30万円・３年に1回））

＊また、障がい福祉分野においては、令和３年度障がい福祉サービス等報酬改定において、就労継続支援A型の基本報酬

算定方法にスコア方式が導入され、そのスコア評価の一つとして「前年度末日から過去3年以内の第三者評価の受審状

況」が盛り込まれています。ご不明な点等については、各指定・指導権者にお問合せください。

～『信頼され、選ばれる事業所』をめざして～
■福祉サービス第三者評価って何？

☞福祉サービスを提供する施設・事業所のサービスの質について、公正・中立な第三者評価機関（大阪府認証）が専門的・客観的な

立場から評価を行う取組みです。

☞評価結果は、大阪府ホームページ等で公表され、利用者及びその家族等が施設・事業所を選択する際の情報資源となります。

■施設全体としての人員確保やPCネットワークの構築、各種支援マニュアルの整備、事業計画

の策定等については、ご指摘頂いた内容を各職員間で共有し、PDCAサイクルの継続実施につ

なげていければと思います。ありがとうございました。 【多機能型事業所】

■当園の特色や保育方針、当法人の運営理念などを評価調査員の方がとてもよく理解して下

さって丁寧に評価して頂きました。 【保育所】

■自己評価を通して、サービス内容の振り返りができ、また、評価機関の方から、多くのご意

見を頂戴でき、今後のサービスの向上に大変役立ちました。 【児童発達支援センター】

■自分たちが考えたサービスについての妥当性の検証ができた点、職員間で第三者評価につい

ての知識が深まる点、実際に担当する職員のレベルアップにつながっている点を感謝したいと

思っています。 【特別養護老人ホーム】
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認証
番号

評価機関名 所在地 連絡先
評価実施分野

高齢 障がい ◎児童

270003
※

特定非営利活動法人

ふくてっく 大阪市阿倍野区 06-6652-6287 ● ● ●

270006 特定非営利活動法人

カロア 泉佐野市 072-464-3340 ● ● ●

270012
※

特定非営利活動法人

ニッポン・アクティブライフ・クラブ 大阪市中央区 06-6941-5220 ● ● ●

270025 株式会社

第三者評価 大阪市東淀川区 06-6195-6313 ●

270033
※

株式会社

H.R.コーポレーション 兵庫県西宮市 0798-70-0651 ● ● ●

270040
※

特定非営利活動法人

NPOかんなびの丘 堺市北区 072-255-6336 ● ●

270042
※

一般財団法人

大阪保育運動センター 大阪市中央区 06-6763-4381 ●

270048
※

特定非営利活動法人

エイジコンサーン・ジャパン 大阪市住之江区 06-6615-1250 ● ● ●

270049 特定非営利活動法人

評価機関あんしん 岸和田市 072-444-8080 ● ● ●

270050 一般社団法人

障がい・介護福祉事業支援
協会

大阪狭山市 072-121-8610 ● ●

270051 特定非営利活動法人

ほっと 堺市堺区 072-228-3011 ● ● ●

270052
※

一般社団法人

ぱ・まる 堺市堺区 072-227-4567 ● ● ●

270054 株式会社

ジャパン・マーケティング・エージェ
ンシー

大阪市中央区 06-6263-0141 ● ● ●

270056 一般社団法人

関西福祉サポート社中 大阪市淀川区 06-7777-1037 ● ● ●

270057 株式会社

ＥＭアップ 兵庫県西宮市 0798-65-3935 ●

270058 株式会社

評価基準研究所 東京都千代田区 03-3251-4150 ●

270059 株式会社

JAC機構 堺市西区 072-249-7882 ●

◆大阪府の認証評価機関一覧◆
（令和５年５月17日現在17機関）

※全国社会福祉協議会による全国共通の社会的養護関係施設等（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、
母子生活支援施設、ファミリーホーム及び自立援助ホーム）第三者評価機関認証を受けている機関 (１７機関中7機関)

担当：大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課 調整グループ
TEL（代表）06-6941-0351(内線2491)、（直通）06-6944-9167

URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

◎児童福祉分野については、保育所・児童館・放課後児童健全育成事業が対象。
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業務継続計画の整備について
①令和６年度介護報酬改定において、業務継続計画未策定事業所に対する減算が導入されました。

詳細は厚生労働省「令和６年度介護報酬改定について」資料「令和６年度介護報酬改定の概要」P49

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
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業務継続計画の策定については厚生労働省のHPをご参照ください。

（HPリンク）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
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介護に直接携わるすべての職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない方について、認知症介護基礎

研修を受講することが令和３年４月から義務付けられ、令和６年３月３１日をもって経過措置期間が終

了しました。介護サービス事業所は同年４月１日より、対象者の受講についてご対応をお願いします。 

 

また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係の資格を有さない者

に限る）に対する受講の義務付けについては、採用後１年間の猶予期間が設けられ、採用後１年を経過する

までに認知症介護基礎研修を受講させることとされています。 

 

◆認知症介護基礎研修とは 

・認知症の人への介護に求められる基本的な理解や対応方法を習得するための研修です。  

・大阪府では e ラーニングによる研修形式を導入しており、パソコンやスマートフォン等で２４時間 

いつでも受講可能です。 

 

◆対象者 

・府内に所在するすべての介護サービス事業所｛無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福

祉用具貸与、居宅介護支援を除く｝において、介護に直接携わる職員の方全員です。 

但し、以下の受講義務が免除となる方は受講対象外です。 

【受講義務が免除となる方】 

〇次のいずれかの資格を有している。  

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援

助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会

福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、

栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師、福祉用具専門員、歯科衛生士 

 

〇次のいずれかの条件に該当する。  

・認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症介護に係る研修を

修了した者 

・養成施設で認知症に係る科目を受講した者（卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認

知症に係る科目を受講していることが確認できること。）  

・福祉系高校で認知症に係る科目を受講した者（卒業証明書が確認できること。） 

 

◆受講方法について 

申込方法や受講の流れなどについては、大阪府 HPをご覧いただき、指定研修法人の 

申し込み用 URLより直接お申込みください。 

              

◆問い合わせ先 

大阪府 福祉部 高齢介護室 介護支援課 認知症・医介連携グループ 

電話：０６－６９４４―７０９８ 

 

介護事業所長の皆様へ 

大阪府認知症介護基礎研修等のご案内 

 

Ⓒ2014 大阪府もずやん 

大阪府 HP認知症介護基礎研修について⇒ 
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大阪府では、介護職員等に対して、認知症介護に関する実践的な知識及び技術を修得するための研修を実

施しています。介護事業所職員の積極的な受講をご検討下さい。※認知症専門ケア加算の算定要件の 1 つ

でもある『認知症ケアに関する専門的研修等』に該当するものもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆認知症介護実践者研修（６日間の講義・演習＋４週間の現場実習） 

研修受講要件は、「介護保険施設・事業者等に従事する介護職員等で、認知症介護基礎研修を修了した者

あるいはそれと同等以上の能力を有する者であり、身体介護に関する基本的知識・技術を修得している者

であって、概ね２年程度の実務経験を有する者」です。 

 

◆認知症介護実践リーダー研修（７日間の講義・演習＋４週間の現場実習） 

研修受講要件は、「介護保険施設・事業者等に従事する介護職員等で、介護保険施設・事業者等において

介護業務に概ね５年以上従事した経験を有する者であり、かつ、ケアチームのリーダーまたはリーダーに

なることが予定されるものであって、実践者研修（旧基礎課程を含む）を修了し１年以上経過している者」

です。 
 

詳しくは、大阪府 HP「介護従事者の方向け研修情報」にある、認知症実践研修（実践者研修・実践リーダ

ー研修）のページをご覧ください。 

 

 

◆認知症介護指導者養成研修 

大阪府が実施する認知症介護基礎研修及び認知症介護実践研修を企画・立案し、講義、演習、実習を担当

することができる能力を身につけるとともに、介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について

指導することができる方を養成することを目的とした研修です。 

 

詳しくは、大阪府 HP「介護従事者の方向け研修情報」にある、認知症介護指導者研修のページをご覧くだ

さい。 

 

 

認知症介護実践者研修等のご案内 

図引用：認知症介護研究・研修センター「認知症介護指導者養成研修」パンフレット 

大阪府 HP認知症実践研修（実践者研修・実践リーダー研修）について⇒ 

大阪府 HP認知症介護指導者研修について⇒ 
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ケアプランのやりとりを、 
紙からデジタルへ。 

居宅介護
支援事業所

居宅サービス
事業所

介護をつなぐ。心をつなげる。

詳しいご説明を掲載したサイトをご用意。 
使用開始までの手順などを動画つきで解説しています。 

電話でのお問い合わせ 

年末年始（12月29日～1月3日）は、お休みさせていただきます。

受付時間 9：00～17：00（土日祝日は除く）

https://www.careplan-renkei-support.jp/index.html 

検 索ケアプラン ヘルプデスク

2023.09

事前のご確認 

よくある質問 

公式サイト

OS：Windows10またはWindows11 ( 最新の Windows Update を適用していること)  
推奨モニター解像度：1366×768 ピクセル以上  

パソコン  

ブラウザ：Microsoft Edgeまたは Google Chrome  
PDFビューアー：Adobe Acrobat Reader 推奨  

ソフトウェア  

Q.  ライセンス料はいくらでしょうか？ 
A.  １事業所番号ごとに年間21,000円 (税込) で、１年ごとに更新申請いただく必要があります。

Q.  データ連携できる事業所を教えてください。
A.  福祉・保健・医療の総合情報サイト『WAM NET（ワムネット）』より検索することができます。
      https://www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top

Q.  ケアプランデータ連携システムを導入するにはどのような準備が必要ですか ?
A.  標準仕様に対応した介護ソフトの導入、クライアントソフトと電子証明書のインストール、
       システム利用申請が必要です。詳細は公式サポートサイト「ケアプランデータ連携システム
       導入フロー」をご参照ください。

公式キャラクター
「ケアプー」
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利用開始までの流れ

利用申請前の確認 

電子証明書の有無・種類を確認 
必要に応じて発行申請し 
端末にインストールします 

KJ ではじまる14 桁の IDと 
有効なパスワードで 

システムの利用申請を行います 

ケアプランデータ連携システムを 
ご利用する端末にシステムを 

インストールします 

連携事業所の準備が完了後 
ケアプランデータの 
送受信を開始します 

データ連携する事業所と 
システム導入時期を 

確認します

居宅介護支援事業所と
居宅サービス事業所が

対象です

ご利用の介護ソフトが 
ケアプラン標準仕様に 

対応しているか確認します 

インターネット接続できる 
Windows10 以上の 
端末を準備します 

電子証明書の 
インストール 

ケアプランデータ 
連携システムの利用申請 

ケアプランデータ 
連携システムのインストール 

ケアプランデータ 
連携システムの利用開始 

「今の時代に、なくてはならないもの」だと思います。 
ケアマネジャーの仕事である「モニタリング」は
人が行わなければならないものですが、もう一方の
「給付管理」は効率化が可能な事務作業です。 
 「給付管理」の時間を短くして、「モニタリング」に
あてれば、ケアマネジメントが非常に豊かになって
いくと思います。 国際医療福祉大学大学院 

医療福祉経営専攻 
石山 麗子教授 

導入したきっかけは、スタッフの負担を減らし、
利用者さんとの時間を取ってほしかったためです。
システムの操作は、ドラッグ &ドロップと、ワン
クリックだけで利用できます。
 介護業界の時代が変わる瞬間で、間違いなく
大きな手段の一つだと思います。 

居宅介護支援事業所 
株式会社トライドマネジメント 

長谷川 徹代表 

推奨の言葉 

居宅介護
支援事業所

居宅サービス
事業所

ケアプランデータ連携システムとは 
居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所とのケアプランのやりとりを、

オンラインで完結できる仕組みです。

3つのメリット 

記載ミスや書類不備が減り、手戻りが減少。 介護報酬請求
で使用されているセキュリティ方式を採用し、安全性は万全。
 導入から運用まで、安心のサポート体制を提供。 

やりとりにかかる業務時間を約1/3 に抑えられる研究結果が
あります。 費用については、ライセンス料21,000円の投資で
年間約 80 万円の削減が見込めます。 

ソ
フ
ト
利
用
費

通
信
費

人
件
費

ラ
イ
セ
ン
ス
料

ソ
フ
ト
利
用
費

交
通
費

郵
送
費

通
信
費

印
刷
費

人
件
費

約134,000円/月

約67,000円/月

計画書 (1表、2表 ) や提供票データ (6表、7表)といった
CSVファイルなどを、ドラッグ＆ドロップするだけで準備完了。
郵送やFAXなどの送付の手間から解放。

ここにファイルをドロップ

( 出典：令和 2年度老人保健健康促進事業「介護分野の生産性向上に向けた ICT の更なる活用に関する調査研究」) 

介護分野の生産性向上を図り、いきいきと働ける職場を実現するためには、
ICTを介護現場のインフラとして活用することが重要です。

厚生労働省では、事業所間でやりとりされる情報について、
データ連携の約束事を「ケアプラン標準仕様」として定めています。

その約束事に従って、異なる介護ソフト同士でも安心してつながれる基盤として、
国民健康保険中央会は「ケアプランデータ連携システム」を提供します。
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福祉サービスを利用していて

困った
ことや悩ん

でいることはありませんか？困った
ことや悩ん

でいることはありませんか？

ケガをしたのに
謝罪してもらえない

自分が思っていたような
サービスが受けられない 職員の態度や言葉づかいに

傷ついてしまった

サービス内容について
わかりやすい言葉で
説明してもらいたい

福祉サービス苦情解決委員会とは
　社会福祉法第83条にもとづき、福祉サービスについての苦情を適切に解決するために全国の
都道府県社会福祉協議会に設置されている委員会です。
　苦情の解決をはかることによって、よりよい福祉サービスの提供を促し、利用者を守る役割を
もっています。
［対象となる福祉サービスの範囲］社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供されるサービス

福祉サービス苦情解決委員会にお気軽にご相談ください。

福祉サービスを受けている事業者にご相談ください。

　委員会では、相談者と事業者の双方の話し合いによる解決をめざし、相談援助、事業所への
聞き取り、話し合いの機会を設けるなど、苦情解決のお手伝いをいたします。

　不満や悩み、疑問に思っていることなど、モヤモヤした気持ちが大きくならないうちに、まずは
福祉サービスを受けている事業者に気軽に話してみてください。
　事業者は「苦情解決責任者」と「苦情受付担当者」を設置し、利用者からの苦情の適切な解決
に努めることになっています。
　また、事業者の中には、客観性を確保するために、職員以外の方を「第三者委員」として設置
し、話し合いに立ち会ったり助言を行ったり、苦情解決のために積極的な役割を果たしてもらって
いるところが増えています。

それでも解決しなかった場合や、
事業者に直接言い出しにくいときは、

このような場合には、まず

運営適正化委員会での苦情解決の手順

苦情相談の受付
　来所、電話、FAX、メール、手紙のいずれかでも受け付けて
います。
（来所は中止する場合があります。事前連絡が必要です。）

話し合いの場
　委員会で検討したうえで
必要に応じて、相談者と事業
者との話し合いの場の機会
を設けます。

相談援助
　窓口で相談内容を傾聴します。相談者の意向を確かめた上で、
必要に応じて相談者へ助言します。
　また、相談内容に応じた方法を検討します。

事業者等への聞き取り
苦情内容の伝達

　相談者からの相談内容の事実確認
をする必要がある場合、委員や事務
局の担当職員が関係者へ聞き取りを
します。事業者へ苦情内容と気もち
を伝えます。

知事への通知
　利用者への虐待や重大な法令違反である場合は、
委員会で検討しすみやかに大阪府知事に通知し、
行政による調査・指導・監査を求めます。

1

2

3
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視覚と聴覚の障がいの重複した状態を盲ろうといい、こうした障がいのある方を盲ろう者（児）といいます。

全盲ろう（ほとんど見えない、ほとんど聞こえない）、弱視ろう（少し見えるが、ほとんど聞こえない）、盲難聴（ほとんど見えず、少し聞こえる）、弱視難聴（少し見
えて、少し聞こえる）

コミュニケーションをする際には障がいの状態をよく確認し、どのような方法で対応できるかを十分把握することが重要です。

■聴覚障がいから視覚障がいをともなった盲ろう者の方・・・触手話、弱視手話（接近手話）、指文字、筆談 など

■視覚障がいから聴覚障がいをともなった盲ろう者の方・・・指点字、ブリスタ、耳元で聞き取りやすい声で復唱する など

■対象者 大阪府内に居住する、身体障がい者手帳の1級又は2級の盲ろう者

■派遣対象 次の（１）から（３）のいずれにも該当しない場合に通訳・介助者を派遣します。

（１）通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合。ただし、一部対象外。

（２）通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合

（３）公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする場合

■利用料 派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けておこなおうとする活動に関して発生する通訳・介助者の交通費、入場料、その他の費用については、

利用者の負担となります。

■利用申込 原則として派遣を希望する１０日前までに通訳・介助派遣を申請してください。あらかじめ利用登録が必要です。

■介護サービスを利用する場合にも本事業による通訳の支援が可能です

令和２年９月23 日付 厚生労働省事務連絡（抜粋）

盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、介護の提供に当たり、触手話や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーション技術が必要となることから、障害者

総合支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を活用し、当該事業所の従業者以外の支援者（以下、単に「支援者」という。）が介護サービス利用中に付

き添い、コミュニケーション支援を行うことは差し支えない

■お問合せ窓口 社会福祉法人 大阪障害者自立支援協会（盲ろう者等社会参加支援センター）TEL：06‐6748‐0588

盲ろう、盲ろう者通訳・介助者派遣事業について

盲ろうとは

コミュニケーションの方法

盲ろう者通訳・介助者派遣事業
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令和３年度

老人保健事業推進費等補助金

（老人保健健康増進等事業分）

令和３年度 老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインの 

普及・定着に向けた調査研究事業  編 

意思決定支援の重要性

○ 一人ひとりが自分で意思を形成し、それを表明でき、その

意思が尊重され、日常生活・社会生活を決めていくことは

とても重要なことであって、このことは認知症の人につい

ても同様のことです。

意思決定支援とは

○ 認知症の人（認知症と診断された場合のほか、認知機能

の低下が疑われ意思決定能力が不十分な人を含みます）

であっても、その能力を最大限活かして、日常生活・社会

生活に関して自らの意思に基づいた生活を送ることがで

きるようにするために行う、意思決定支援に関わる全ての

人による本人支援、と示されています。

ガイドラインを

読むには

こちらから➡➡

できることはたくさんある。それを聴いてほしい、
かなえたい。

ガイドラインをくわしく解説してほしい （ガイドライン補助資料）

ガイドラインの説明を聞いてみたい （専門職研修動画教材）  

ご本人の声
（メッセージ）
もあります

意思決定支援ガイドラインの 
読み方と活かし方 

意思決定支援ガイドライン研修 
 （医療職向け組み込み型研修） 

意思決定支援ガイドライン研修 
 （介護職向け組み込み型研修） 

本人の意思に基づいて

「本人が決める」ことの

　　　　　　　　　支援 へ

決められない人だから

代わりに決めてあげる

　　　　　　　　　　　　から

意思実現

意思
形成

意思
表明

認知症の人の
日常生活・社会
生活における
意思決定支援
ガイドライン

認知症の人の
日常生活・社会
生活における
意思決定支援
ガイドライン

あなた
の“決める”をあなた
の“決める”を
みんなでささえる

意思決定支援にかかわる

すべ
ての人に知っ

ておいてほしいこと

認知症の人の
日常生活・社会
生活における
意思決定支援
ガイドライン

➡本人のとって見過ごすことのできない

　重大な影響が生じる場面

▷ 住まいの場を選ぶ、独り暮らしを選ぶ

▷ 介護・ケアサービスを選ぶ

▷ 自宅を売却する           など

社会生活での

「決める」の場面とは

➡これまでの生活や価値観が反映される場面

　日常の生活が確保されることが尊重される場面

▶ 自分の好きなものを食べる、選んだ服を着る

▶ 行きたいと思う場所に出掛ける

▶ 入所中の施設の行事に参加する     など

日常生活での

「決める」の場面とは

ガイドラインを
どう読んで、  
どう活かすか、
事例に沿って
分かりやすく 

意思決定支援やガイドラインをもっと知りたい
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意思決定支援の３要素

“ささえる”ための原則

○ ご本人が表明された意思（何をしたい、
どっちがいい、など）を聴き、それを尊
重することから始まります。

○ 支援する側の目線や都合ではなく、ご本
人の自己決定を尊重します。

○ ご本人が決定するために必要な情報を、
保たれている認知能力に応じて、工夫や
確認をしながら説明していきます。

○ 言葉だけでなく、身振り・手振り、表情
の変化も読み取っていきます。

○ 早い段階から、伴走するように、ご本人
の「決める」を支援していきます。

意思決定支援のプロセス（流れ）

意思決定支援の原則

本人の意思の尊重1

早期からの継続的支援3
本人の意思決定能力への配慮2

時間・場所、一緒にいる人

○ こうしたい、どっちがいい、などを決める
とき、まず自分を知ってくれて、話を聞い
てくれるような信頼できる人に支援しても
らいたいよ。

○ 立ち会う人も、遠慮なく自分の意見が言
えるような人がいいね。

○ 普段行かないような慣れない場所よりも、
自宅がいいです。ありがたいけど、大勢
で取り囲まれ
ちゃ、言いた
いこともあま
り言えないし。

「思う」・「考える」をささえる

○ 自分で選んで決めたいけど、違いがよく分
からないから選べないなぁ。

○ たくさん説明してくれるときは、ゆっくり
と分かりやすくお願いします。あと、紙
に図や表などで書いてくれると分かりや
すいです。

○ 「Ａですか・Ｂですか」だけじゃなくて、「何
がしたいですか」、「どうしたいですか」っ
て聞かれる方が、したいことを言いやすい
のになぁ。

○ 説明の途中で、確認してくれるといいで
す。最初の方に言われたことがあやふや
になっちゃうから。

確認や振り返り

○ 支援に関わる皆さんに自分のことを分
かってもらえると安心だし、前に言ったこ
と、ちょっとしたこと、覚えていてほしい
よ。

○ 一緒に考えたことを、一緒に振り返れば
思い出すこともあります。決めていく途
中のていねいな支援がうれしいです。

○ ご本人の意思を、多職種協働や社会資源
も活用しながら、日常生活・社会生活に
反映できるよう伴走していきます。

○ 実際にやってみて、ご本人の意思が変わ
ることもあります。ご本人にとって無理の
ない提案をしながら継続的に支援してい
きます。

「する」・「かなえる」をささえる

○ ご本人が意思を伝えられるように、時間
をかけて、コミュニケーションを取る中で
聞くことを心がけています。

○ 私たちも同じですが、時間が経ったり、
状況が変わったり、最初の意思は変わる
ものです。時間をおいて、何度でも私た
ちに話してください。

○ ご本人の生活歴や普段の様子・価値観な
どから「おかしいな」「迷ってるのかな」
と感じたときは、一旦立ち止まって、ご
本人にも、も
う一度確認し
ています。

「話す」・「伝える」をささえる

環境の整備

それぞれのプロセスの具体的な内容は、

ガイドラインや「読み方と活かし方」を参照してください。

意思形成
の支援

適切な情報、認識、

環境の下で意思が

形成されることに

対する支援

talk realiz
e

意思表明
の支援

形成された意思を

適切に表明・表出

することに対する

支援

意思実現
の支援

本人の意思を日常

生活・社会生活に

反映することに

対する支援

プロセスの記録・確認・振り返り

支援者の  声  で説明しますご本人の  声  で説明します
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